
大洲市建設工事簡易型総合評価落札方式試行要領 

（趣旨） 

第１条 この要領は、大洲市が発注する建設業法（昭和24年法律第100号）第２

条第１項に規定する建設工事について、簡易型総合評価落札方式により落札

者を決定する競争入札（以下「簡易型総合評価競争入札」という。）を試行

的に行うため、その事務取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。  

（定義） 

第２条 この要領において「簡易型総合評価落札方式」とは、次条に定める工

事についての請負の契約を締結しようとする場合において、地方自治法施行

令（昭和22年政令第16号）第167条の10の２又は第167条の13の規定に基づき、

価格その他の条件が、市にとって最も有利なものをもって申込みをした者を

落札者とする方式をいう。 

（対象工事） 

第３条 簡易型総合評価落札方式は、次に掲げる工事を対象とした入札におい

て実施する。 

(1) 設計金額３千万円以上の工事のうち、簡易型総合評価落札方式により落

札者を決定することが適当と認められる工事

(2) その他簡易型総合評価落札方式により落札者を決定することが適当と認

められる工事

（学識経験を有する者の意見聴取）  

第４条 簡易型総合評価落札方式により落札者を決定する簡易型総合評価競争

入札を実施するに当たっては、次に掲げる事項について、あらかじめ、愛媛

県建設工事総合評価審査委員又は特定非営利活動法人『愛媛県建設技術支援

センター』技術評価委員（以下「委員」という。）２名以上の意見を聴かな

ければならない。

(1) 簡易型総合評価競争入札を実施することの適否に関すること。

(2) 当該入札の評価項目、簡易型総合評価の方法、落札者の決定方法その他

の落札者を決定するための基準（以下「落札者決定基準」という。）の適

否に関すること。

(3) 落札者の決定の適否に関すること。

２ 委員からの意見聴取等に関する事務については、総務部財政契約課におい

て処理する。 

（評価項目等） 

第５条 総合評価落札方式における評価項目等については、別表１を標準とし

て、入札ごとに定める。 

（簡易型総合評価の方法） 

第６条 本要領における簡易型総合評価は、次の算式により導き出された数値

（以下「評価値」という。）をもって行うこととする。なお、評価値の計算

において入札価格の単位は億円とし、求められる評価値は小数第５位以下を

切り捨て小数第４位止めとする。  



  評価値＝｛基礎点（100点）＋加算点｝／入札価格（単位：億円）  

２ 前項の基礎点については、評価項目ごとの最低限の要件を満たす場合に100

点を与える。 

３ 第１項で規定する各入札参加者ごとの加算点については、次の算式により

導き出された数値とする。なお、求められる加算点は小数第５位以下を切り

捨て小数第４位止めとする。 

加算点＝（入札参加者の評価項目ごとの得点合計  

／評価項目ごとの配点合計）×10点 

（入札を行うに当たり周知する事項等）  

第７条 簡易型総合評価競争入札を実施する場合は、別に定めるもののほか、

下記の事項をあらかじめ周知しなければならない。  

 (1) 簡易型総合評価競争入札を実施する旨 

 (2) 当該簡易型総合評価競争入札に係る落札者決定基準  

 (3) 次条に定める簡易型総合評価落札方式に係る資料（以下「総合評価に係

る資料」という。）の提出を求める旨、その提出期日等  

 (4) その他必要と認める事項 

（総合評価に係る資料の提出等）  

第８条 入札参加者は、前条第３号の提出期日までに、総合評価に係る資料に

ついて、別添様式１から３までにより提出しなければならない。なお、提出

された資料は、返却しない。 

２ 総合評価に係る資料を入札時に提出しない者の行った入札は、無効とする。 

３ 提出された総合評価に係る資料の訂正及び差し替えは認めない。  

４ 入札参加者が総合評価に係る資料の作成に要した一切の費用は、入札参加

者の負担とする。 

（落札者の決定方法） 

第９条 簡易型総合評価落札方式により落札者を決定しようとするときは、入

札価格が予定価格の制限の範囲内である者のうち、評価値の最も高い者を落

札者とする。 

２ 入札価格が調査基準価格を下回った入札においては、低入札価格調査の結

果、落札者となるべき者により当該契約の内容に適合した履行がされないお

それがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取

引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められる

ときは、前項の規定にかかわらず、その者を落札者とせず、入札価格が予定

価格の制限の範囲内である他の者のうち、評価値の最も高い者を落札者とす

ることがある。 

３ 評価値の最も高い者が２者以上いる場合は、当該者にくじを引かせて、落

札者を決定するものとする。 

（評価結果の公表） 

第10条 簡易型総合評価競争入札を実施したときは、別添様式４により、入札

者ごとの入札価格及び評価値を公表するとともに、別表１を標準として、入

札ごとに定めた評価項目等により、当該方式で入札を行った理由及び評価基



準等を公表するものとする。 

（非落札理由に関する苦情申立て処理）  

第11条 簡易型総合評価競争入札の非落札理由に関する苦情の申立てがあった

ときは、申立者に対し適切にその理由を回答することとする。  

（その他） 

第12条 この要領に定めるもののほか、簡易型総合評価落札方式に関し必要な

事項は、別に定める。 

 

   附 則 

 この要領は、平成19年10月1日から施行する。 

附 則 

 この要領は、平成22年4月1日から施行する。 

附 則 

 この要領は、平成27年4月1日から施行する。 

附 則 

 この要領は、平成28年7月1日から施行する。 

附 則 

 この要領は、平成30年5月1日から施行する。 

附 則 

 この要領は、平成31年4月30日から施行する。 

附 則 

 この要領は、令和８年4月30日から施行する。 

 



（ 様 式 １ ）                      （ 用 紙 Ａ ４ ）  

 

企 業 の 施 工 能 力 に つ い て  

 

                工 事 名：             

  商号又は名称：             

 

1)  施 工 実 績    ☐ 同 種 工 事 実 績 有  ☐ 類 似 工 事 実 績 有  ☐ 該 当 な し  
 

工 事 名   

発 注 者 名   

工 事 場 所   

契 約 金 額   

工 期  
  年   月   日 か ら   年   月   日 ま で  

(☐ 過 去 15 年 以 内   ☐ 完 成 後 1 5 年 超 経 過 )  

受 注 形 態 等  
☐ 単 体  

☐ 共 同 企 業 体 (代 表 者 )   (出 資 比 率   ％ )  

工

事

概

要

等 

 

 

  

 

注 １  該 当 す る □ に レ 印 を 付 す こ と 。  

 ２  工 事 場 所 の 項 は 、 市 町 村 名 ま で 記 入 す る こ と 。  

 ３  工 期 の 項 は 、 開 札 日 か ら 起 算 し て の 年 数 と す る 。  

 ４  受 注 形 態 等 （ ） 内 は 、 共 同 企 業 体 に お け る 自 己 の 出 資 比 率 を 記 入 す る

こ と 。  

 ５  入 札 参 加 資 格 と し て の 施 工 実 績 の 設 定 の 有 無 に か か わ ら ず 、 開 札 日 か

ら 起 算 し て 過 去 1 5年 間 に お け る 元 請 と し て の 施 工 実 績 で あ っ て 、 同 種 ・

類 似 工 事 と 認 め ら れ る も の を 記 載 す る こ と 。  

 ６  平 成 1 7年 ４ 月 １ 日 以 降 に 完 成 し た 大 洲 市 発 注 の 工 事 に 係 る も の に あ っ

て は 、 工 事 成 績 評 定 が 6 5点 未 満 は 実 績 と し て 認 め な い 。  

 ７  工 事 の 施 工 実 績 に つ い て 、 的 確 に 判 断 で き る 具 体 的 項 目 を 記 載 し 、 施

工 実 績 を 証 す る 書 類 を 提 出 す る こ と 。  

  



2)工 事 成 績 評 定 点    ☐ 該 当 な し  

 

注 １  該 当 す る □ に レ 印 を 付 す こ と 。  

 ２  大 洲 市 発 注 工 事 に お け る 当 該 年 度 を 除 く 直 近 ２ か 年 度 の 平 均 点 を 記 載

す る こ と 。 ま た 、 当 該 年 度 を 除 く 直 近 ２ か 年 度 に 6 5点 未 満 の も の が あ る

場 合 は 、 そ の 工 事 も 平 均 点 の 算 定 に 加 味 す る こ と 。  

 ３  算 定 に 加 味 し た 工 事 の 工 事 成 績 評 定 通 知 書 の 写 し を 添 付 す る こ と 。  

 
 
3)優 良 工 事 表 彰 歴    ☐ 該 当 な し  

 

注 １  該 当 す る □ に レ 印 を 付 す こ と 。  

 ２  過 去 ５ か 年 度 に お け る 大 洲 市 表 彰 又 は 国 土 交 通 省 四 国 地 方 整 備 局 長 表

彰 、 愛 媛 県 知 事 表 彰 の 表 彰 歴 を 記 載 す る こ と 。 な お 、 表 彰 歴 が 複 数 あ る

場 合 は 、 直 近 の 表 彰 歴 を 記 載 す る こ と 。  

 ３  記 載 し た 工 事 の 表 彰 状 の 写 し を 添 付 す る こ と 。  

 
 
4)Ｉ Ｓ Ｏ マ ネ ジ メ ン ト シ ス テ ム  

注 １  該 当 す る □ に レ 印 を 付 す こ と 。  

 ２  入 札 参 加 資 格 を 受 け た 事 業 所 等 に お い て 認 証 取 得 し 、 開 札 日 に お い 有

効 で あ る マ ネ ジ メ ン ト シ ス テ ム に つ い て 記 載 す る こ と 。  

 ３  取 得 し て い る シ ス テ ム の 認 定 書 の 写 し 及 び 取 得 範 囲 が わ か る 資 料 を 添

付 す る こ と 。  

 

 

 

 

 

 

工 事 成 績 評 定 平 均 点  
（ 過 去 ２ か 年 度 ）  

     点  

優 良 工 事 表 彰 歴  
（ 過 去 ５ か 年 度 ）  

 年 度    工 事 （       表 彰 ）  

 年 度    工 事 （       表 彰 ）  

Ｉ Ｓ Ｏ へ の 取 組 み  

☐ IS O9 00 0シ リ ー ズ 及 び IS O1 40 0 0シ リ ー ズ を 取 得  

☐ IS O9 00 0シ リ ー ズ 又 は IS O1 40 0 0シ リ ー ズ を 取 得  

☐ い ず れ も 取 得 な し  



（ 様 式 ２ ）                       （ 用 紙 Ａ ４ ）  

 

配 置 予 定 技 術 者 に つ い て  

 

                工 事 名：             

                商号又は名称：             

 

氏   名   

職   名  ☐ 監 理 技 術 者    ☐ 主 任 技 術 者  

監 理 技 術 者 資 格 者 証  
交 付 年 月 日    年   月   日  

登 録 番 号   

法 令 に よ る 免 許   

 

注 １  該 当 す る □ に レ 印 を 付 す こ と 。  

 ２  法 令 に よ る 免 許 に つ い て は 、 当 該 資 格 を 証 す る 書 類 (写 し )を 添 付 す る

こ と 。 ま た 、 監 理 技 術 者 に あ っ て は 、 監 理 技 術 者 資 格 者 証 及 び 監 理 技 術

者 講 習 修 了 証 の 写 し （ 監 理 技 術 者 資 格 者 証 の 裏 面 に 講 習 履 歴 が 張 り 付 け

ら れ て い る 場 合 は 不 要 ） を 添 付 す る こ と 。  

 ３  雇 用 確 認 が で き る も の を 添 付 す る こ と 。  

 

 

1)  従 事 経 験 等  ☐ 同 種 工 事  ☐ 類 似 工 事  ☐ 該 当 な し  
 

工  事  名   

発  注  者  名   

工  事  場  所   

契  約  金  額   

工    期  
 年  月  日 か ら  年  月  日 ま で  

(☐ 過 去 1 5年 以 内   ☐ 完 成 後 1 5年 超 経 過 )  

工 期 受 注 形 態 等  
☐ 単 体  
☐ 共 同 企 業 体 （ 代 表 者 ） （ 出 資 比 率   ％ ）  

従  事  役  職   

工

事

概

要

等 

  

  



 

注 １  該 当 す る □ に レ 印 を 付 す こ と 。  

 ２  工 事 場 所 の 項 は 、 市 町 村 名 ま で 記 入 す る こ と 。  

 ３  工 期 の 項 は 、 開 札 日 か ら 起 算 し て の 年 数 と す る 。  

 ４  受 注 形 態 等 （ ） 内 は 、 共 同 企 業 体 に お け る 自 己 の 出 資 比 率 を 記 入 す る

こ と 。  

 ５  入 札 参 加 資 格 と し て の 従 事 経 験 等 の 設 定 の 有 無 に か か わ ら ず 、 開 札 日

か ら 起 算 し て 過 去 1 5年 間 に お け る 元 請 と し て の 施 工 し た 工 事 の 従 事 経 験

で あ っ て 、 同 種 ・ 類 似 工 事 の 施 工 経 験 と 認 め ら れ る も の を 記 載 す る こ

と 。  

 ６  平 成 1 7年 ４ 月 １ 日 以 降 に 完 成 し た 大 洲 市 発 注 の 工 事 に 係 る も の に あ っ

て は 、 工 事 成 績 評 定 が 6 5点 未 満 は 実 績 と し て 認 め な い 。  

 ７  工 事 の 従 事 経 験 等 に つ い て 、 的 確 に 判 断 で き る 具 体 的 項 目 を 記 載 し 、

従 事 経 験 等 を 証 す る 書 類 を 提 出 す る こ と 。  

 
 

2)  継 続 学 習 (Ｃ Ｐ Ｄ )の 取 組 み  □  該 当 な し  
 

継続学習(ＣＰＤ)の取組み   ユ ニ ッ ト （  年  月 末 現 在 ）  

注 １  愛 媛 県 土 木 施 工 管 理 技 士 会 が 発 行 す る 証 明 書 又 は (一 社 )全 国 土 木 施 工

管 理 技 士 連 合 会 、 (公 社 )日 本 技 術 士 会 、 (公 社 )日 本 建 築 士 連 合 会 又 は 建

築 設 備 士 関 係 団 体 Ｃ Ｐ Ｄ 協 議 会 の い ず れ か が 発 行 す る 継 続 学 習 制 度 (Ｃ Ｐ

Ｄ )に 係 る 証 明 書 に よ り 確 認 で き る 取 得 単 位 数 の み 評 価 の 対 象 と す る 。  

 ２  証 明 書 は 、 証 明 日 が 開 札 日 か ら 起 算 し て 過 去 １ 年 以 内 の も の に 限 る 。

ま た 、 証 明 書 の 証 明 日 か ら 起 算 し て 過 去 ５ 年 間 に 取 得 し た 単 位 の 累 計 を

記 載 す る こ と 。  



（ 様 式 ３ ）                       （ 用 紙 Ａ ４ ）  

 

企業の地理的要件・地域貢献度について 

 

                工 事 名：             

                商号又は名称：             

 

1)本 ・ 支 店 、 営 業 所 等 の 有 無  

☐大洲市内に本店あり ☐ 大洲市内に支店、営業所あり ☐ その他 

所  在  地   

代 表 者 名   

電 話 番 号   

Ｆ Ａ Ｘ 番 号   

 

注 １  該 当 す る □ に レ 印 を 付 す こ と 。  
 
 
2)災 害 協 定 に 基 づ く 活 動 実 績  

 

注 １  該 当 す る □ に レ 印 を 付 す こ と 。  

 ２  災 害 協 定 に 基 づ く 応 急 対 策 業 務 の 実 績 は 、 災 害 時 に お け る 建 設 業 者 の

防 災 活 動 等 に つ い て 定 め た 建 設 関 係 団 体 と 愛 媛 県 と の 間 の 協 定 に 基 づ き

実 施 し た 過 去 ５ か 年 度 に お け る 実 績 を 記 載 す る こ と 。  

   な お 、 実 績 が 複 数 あ る 場 合 は 、 直 近 の 実 績 を 記 載 す る こ と 。  

   大 規 模 災 害 時 に お け る 応 急 対 策 業 務 に 関 す る 覚 書 に 基 づ く 工 事 請 負 契

約 書 の 写 し を 添 付 す る こ と 。  

災 害 協 定 等 に 基 づ く  
応 急 対 策 業 務  

（ 過 去 ５ か 年 度 ）  

☐ あ り    

       災 害 （ 実 施 日 ：  年  月  日 ）  

☐ な し  

災 害 ボ ラ ン テ ィ ア  
活 動 の 実 績  

（ 過 去 ５ か 年 度 ）  

☐ あ り    

       災 害 （ 活 動 日 ：  年  月  日 ）  

☐ な し  

災 害 協 定 等 に 基 づ く  
訓 練 パ ト ロ ー ル へ の  
参 加 実 績  

（ 過 去 ２ か 年 度 ）  

☐ あ り   

参 加 日 ：  年  月  日  

    〔   地 方 局 建 設 部 ・ 土 木 事 務 所 〕  

    

参 加 日 ：  年  月  日  

     〔   地 方 局 建 設 部 ・ 土 木 事 務 所 〕  

☐ な し  



 ３  災 害 ボ ラ ン テ ィ ア 活 動 の 実 績 は 、 災 害 時 に 愛 媛 県 内 の 市 町 に お い て 災

害 対 策 本 部 が 設 置 さ れ 、 同 本 部 の 要 請 に 応 じ て 、 災 害 ボ ラ ン テ ィ ア と し

て 参 加 し た 過 去 ５ か 年 度 に お け る 実 績 を 記 載 す る こ と 。  

  な お 、 活 動 実 績 が 複 数 あ る 場 合 は 、 直 近 の 実 績 を 記 載 す る こ と 。  

  ま た 、 活 動 実 績 は 、 活 動 の 実 績 調 書 （ 様 式 ３ － １ ） に よ り 確 認 で き る

も の で あ る こ と 。  

 ４  災 害 協 定 に 基 づ く 訓 練 パ ト ロ ー ル へ の 参 加 実 績 は 、 過 去 ２ か 年 度 に お

け る 参 加 実 績 を 記 載 す る こ と 。  

  な お 、 一 の 年 度 に 参 加 実 績 が 複 数 あ る 場 合 は 、 い ず れ か の 参 加 実 績 を

記 載 す る こ と 。  

  ま た 、 記 載 に あ た っ て は 、〔  〕 内 へ 実 施 機 関 名 を 記 載 す る こ と 。  

 

 

3)地 域 イ ベ ン ト に 寄 与 す る 活 動 の 実 績  

大 洲 市 内 で 過 去 ２ か 年

度 に 開 催 さ れ た 地 域 イ

ベ ン ト へ の 支 援 活 動 実

績  

あ り  
イ ベ ン ト 名  〔       〕  
イ ベ ン ト 名  〔       〕  
イ ベ ン ト 名  〔       〕  

□ な し  

 

注 １  該 当 す る □ に レ 印 を 付 す こ と 。  

 ２  市 や 公 民 館 、 自 治 会 等 が 実 施 し た （ 共 催 、 後 援 を 含 む ） 非 営 利 の 地 域

イ ベ ン ト に 対 し て 、 過 去 ２ か 年 度 に お い て 行 っ た 支 援 活 動 の 実 績 を 記 載

す る こ と 。  

   な お 、 記 載 に あ た っ て は 、〔  〕 内 へ 主 催 者 名 を 記 載 す る こ と 。  

 ３  支 援 活 動 の 内 容 を 記 載 し た （ 様 式 ３ － ２ ） を 添 付 す る こ と 。  

 

 

4)消 防 団 活 動 へ の 支 援  

消 防 団 協 力 事 業 所 認 定

の 有 無  

□ あ り  
〔 認 定 日 ：  年  月  日 〕  
□ な し  

 

注 １  該 当 す る □ に レ 印 を 付 す こ と 。  

 ２  大 洲 市 が 認 定 し た 表 示 証 の 写 し を 添 付 す る こ と 。  



（ 様 式 ３ － １ ）                    （ 用 紙 Ａ ４ ）  

 

災 害 時 に お け る 地 域 貢 献 活 動 の 実 績 調 書  

 

商 号 又 は 名 称   ○ ○ 建 設 株 式 会 社  

活 動 の 概 要  ○ ○ 地 域 の 災 害 復 旧 作 業 に 従 事  

活 動 場 所  ○ ○ 市 ○ ○ 町 （ ○ ○ 地 区 ）  

活 動 日  ○ ○ 年 ○ ○ 月 ○ ○ 日 ～ ○ ○ 年 ○ ○ 月 ○ ○ 日  

活 動 人 数  延 べ ○ 人 （ 実 ○ 人 ）  

使 用 機 械 等  延 べ 小 型 バ ッ ク ホ ウ ○ 台  

そ の 他  

     

      上 記 内 容 に 相 違 な い こ と を 証 明 し ま す 。  

 

         年   月   日  

 

 

  証 明 者 （ 実 施 機 関 ）                   印  

注 １  活 動 日 は 、 正 確 に 記 載 す る こ と 。  

 ２  実 績 が な い 場 合 は 、 提 出 を 要 し な い 。  



（ 様 式 ３ － ２ ）                    （ 用 紙 Ａ ４ ）  

 

地 域 イ ベ ン ト へ の 支 援 活 動 の 実 績  

 

商 号 又 は 名 称   ○ ○ 建 設 株 式 会 社  

イ ベ ン ト 名  

（ 主 催 者 名 ）  
○ ○ ○ ○ （ ○ ○ ○ 実 行 委 員 会 ）  

開 催 場 所   ○ ○ 市 ○ ○ 町 （ ○ ○ 地 区 ）  

開 催 日  
    ○ ○ 年 ○ ○ 月 ○ ○ 日  

～    ○ ○ 年 ○ ○ 月 ○ ○ 日  

 

支 援 活 動 の 概 要  

 

 会 場 設 営 の 協 力（ 活 動 延 べ 人 数 ○ 人 ）、発 電 機 ○ 台

の 貸 出 し 、寄 付 等 活 動 内 容 を 具 体 的 に 記 載 す る こ

と  

イ ベ ン ト 名  

（ 主 催 者 名 ）  
 

開 催 場 所   

開 催 日  
  年   月   日  

～     年   月   日  

 

支 援 活 動 の 概 要  

 

 

イ ベ ン ト 名  

（ 主 催 者 名 ）  
 

開 催 場 所   

開 催 日  
  年   月   日  

～     年   月   日  

 

支 援 活 動 の 概 要  

 

 

注 １  イ ベ ン ト 名 称 は 、 正 確 に 記 載 す る こ と 。  

 ２  無 償 で 行 っ た 活 動 の み を 記 載 し 、 有 償 の も の は 記 載 し な い こ と  

 ３  実 績 が な い 場 合 は 、 提 出 を 要 し な い 。  

 

 



（様式４）

入札結果一覧表

入 札 日 時

工   事   名

工 事 箇 所

予 定 価 格

調査基準価格

入札価格 評 価 値 入札業者 摘　　　要

下記の発注案件について、次のとおり○月○日に決定しましたのでお知らせします。



（ 別表１ ）

（１）企業の施工能力について ／45

評価項目 評価内容 評価基準 配点 得点

同種工事の施工実績あり 10

類似工事の施工実績あり 5

施工実績なし 0

80点以上 15

78点以上80点未満 13

76点以上78点未満 11

74点以上76点未満 9

72点以上74点未満 7

70点以上72点未満 5

70点未満 0

２回以上の大洲市表彰あり 15

大洲市表彰又は２回以上の愛媛県知事表彰若しくは
四国地方整備局長表彰あり

10

愛媛県知事表彰又は四国地方整備局長表彰あり 5

なし 0

ＩＳＯ９０００シリーズ及び１４０００シリーズを取得 5

ＩＳＯ９０００シリーズ又は１４０００シリーズを取得 3

どちらも取得していない 0

（２）配置予定技術者について ／20

評価項目 評価内容 評価基準 配点 得点

同種工事の従事経験あり 10

類似工事の従事経験あり 5

従事経験なし 0

監理技術者になれる資格
(実務経験年数によるものを除く。)

5

主任技術者になれる資格
(実務経験年数によるものを除く。)

3

上記以外 0

50ユニット以上 5

40ユニット以上50ユニット未満 4

30ユニット以上40ユニット未満 3

20ユニット以上30ユニット未満 2

10ユニット以上20ユニット未満 1

10ユニット未満 0

（３）地理的要件 ／10

評価項目 評価内容 評価基準 配点 得点

大洲市内に本店あり 10

大洲市内に支店、営業所あり 5

上記以外 0

（４）地域貢献度 ／15

評価項目 評価内容 評価基準 配点 得点

応急対策業務、災害ボランティア活動の実績、２回以
上の訓練パトロールへの参加実績、これらの全てに
実績あり

10

応急対策業務、災害ボランティア活動の実績、２回以
上の訓練パトロールへの参加実績、これらのいずれ
かに実績あり

5

参加実績なし 0

３回以上の活動実績あり 3

３回未満の活動実績あり 1

活動実績なし 0

認定あり 2

認定なし 0

／10

／10
同種・類似工事の施工実
績

過去１５年間の同種・類
似工事の施工実績
（工事内容に応じて設定）

過去２か年度　の工事成
績評定平均点

工事成績評定点

ＩＳＯマネジメントシステム
の取組

／15

／5

優良工事表彰歴
過去５か年度　の優良工
事の表彰履歴

／15

／5

／10

入札参加資格を受けた事
業所におけるＩＳＯ９０００
シリーズ或いは１４０００シ
リーズの認証取得の有無

主任（監理）技術者等の
保有する資格

継続学習（ＣＰＤ　）の取り
組み

ＣＰＤ　の取得単位数

過去１５年間の主任（監
理）技術者等としての同
種・類似工事の従事経験
（工事内容に応じて設定）

災害対応等の実績

同種・類似工事の従事経
験

評　価　項　目　等

／5

本・支店、営業所の有無
市内での本・支店、営業
所の所在の有無

／10

保有する資格の有無

／3

消防団活動への支援
消防団協力事業所認定の
有無

／2

地域イベントに寄与する
活動の実績

大洲市内で過去２か年
度に開催された地域イベ
ントへの支援活動実績

過去５か年度の災害協
定等に基づく応急対策
業務及び災害ボランティ
ア活動の実績並びに過
去２か年度の災害協定
等に基づく訓練パトロー
ルへの参加実績


